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東京都瑞穂町 図郭47

この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（S＝１：２，５００）を使用（６都市基交１３０９号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。

凡例

建設局による境界確 定済箇所

財務局による境界確 定済箇所



図郭番号 図番号 文書番号 図面番号 地区名

47 101 第4121号 瑞穂62-27 瑞穂町

47 102 第3429号 瑞穂9-15 瑞穂町



図郭番号 図番号 文書番号 図面番号 地区名

47 1 60-96 1 瑞穂町

47 2 3-576 92-11 瑞穂町

47 3 3-577 92-5 瑞穂町

47 4 3-578 92-5 瑞穂町

47 5 4-271 92-11 瑞穂町

47 6 5-271 93-14 瑞穂町

47 7A 9-337 97-21 瑞穂町

47 7B 23-51 11-1 瑞穂町


